女川町資格取得支援事業補助金の交付申請に係る確認書
（同補助金交付要綱（平成25年女川町訓令甲第５号）第４条関係）

１　申請者は、女川町に住民登録を有している。

２　申請者は、資格取得後においても町内に居住を継続する。

３　申請する資格は、雇用にない状況での就労のための取得、もしくは就労先の
業務に関係し、その能力向上に繋げるための取得である。

４　申請者は、町税その他町に対する納付金について滞納がない。未納である場
合、町税等債務の承認及び納税確約書を締結している。

５　申請する資格は、他に活用可能な補助事業は無い。もしくは町以外の他の補
助事業を活用してもなお自己負担額が発生するものである。

６　申請額は雇用元からの助成が無い自己負担によるものであり、他の支援制
度等と重複したものではない。


　女川町資格取得支援事業補助金の申請にあたり、上記６点について内容確認のうえ、自身はそのいずれにも該当することを確言します。

令和　　　年　　　月　　　日

申請者　　　　　　　　　　　　　印　　
